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保管・検認
※１

手軽で費用が安価

検認不要｝①本人保管   ⇒検認が必要

②法務局保管⇒検認不要

本人で謄本・正本を保管

公証役場で原本を保管

※１  検認とは：遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出し、相続人などの立ち合いのもとで遺言書を開封
　      し、遺言書の内容を確認すること。遺言書の存在や内容を明確にして偽造・変造を防ぐための手続きです。
※２  法務局保管とは：自筆証書遺言書保管制度を利用し、自筆証書遺言を法務局（遺言保管所）で保管することです。
　      （手数料が必要です）

【遺言書に関する問い合わせ先】 津山公証役場 電話：（0868）-22-5310
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